
愛知県農林基盤局優良建設工事施工業者表彰要領運用基準 

 

１ この基準は、愛知県農林基盤局優良建設工事施工業者表彰要領（以下「表彰要領」

という。）の適正な運用を図るため必要な事項を定める。 

 

２ 表彰要領第１条の県内の施工業者とは、主たる営業所が県内にある業者とする。

ただし、機械関係工事については、営業所が県内にある業者とする。 

 

３ 表彰要領第２条の対象工事において、小規模工事（最終契約金額が５００万円未

満の工事）または施工技術を特に必要としない軽易なものは除外するものとする。 

 

４ 表彰要領第３条の「工事成績」とは、別に定める工事等成績評定要領の工事成績

評定表（以下「評定表」という。）の評定点合計及び工事規模とする。 

 

５ 表彰要領第３条に定める推薦は次の基準によるものとする。 

（１）工事成績が優れているもの。 

（２）建設業の経営が健全でかつ社会的評価が優れているもの。 

（３）地方機関の長からの推薦件数は別表２のとおりとする。 

 

６ 表彰要領第３条に定める選考は次の基準によるものとする。 

（１）優良建設工事施工業者は、年度ごとに選考会議で決定する。 

（２）選考件数は、別表１のとおりとする。 

 

７ 前年度までの過去３年間に次の不適格事項に該当する施工業者は、５（２）の条

件を具備しないものとみなす。なお、当該年度の表彰式までの間に（２）から（５）

までの不適格事項が発生した場合も同様に取り扱うものとする。 

（１）評定表の「評定点合計」の各年平均が６５点以下のもの。 

（２）愛知県農業水産局及び農林基盤局事故調査委員会で文書注意以上の措置を

受けたことのあるもの。 

（３）愛知県から指名停止の処分を受けたことのあるもの。 

（４）施工業者の経営又は役員の素行等から社会的信用が低いもの。 

（５）その他社会的批判等を受ける又は受ける恐れがあるもの。 

また、表彰後に前年度までの過去３年間及び当該年度の表彰式までの間に（２）

から（５）までの不適格事項が発生していたことが判明した場合は、その時点で表

彰を取り消すものとする。 

 

８ 表彰要領第４条の会議資料は、農林技術管理室長がとりまとめるものとする。 

 

９ 表彰式は、第３四半期開催を目途とし、場所は名古屋市内とする。 

 

10 表彰要領第６条の規定により決定した優良建設工事施工業者を、何らかの理由に

より表彰しない場合、これに代えて新たな業者を選定しないものとする。 

 

 

附 則  



この基準は、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則 

この基準は、平成３１年４月１日から適用する。 

 附 則 

この基準は、令和３年４月１日から適用する。 

 附 則 

この基準は、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

この基準は、令和５年４月１日から適用する。 



別表１ 表彰業者数 

単位：業者以内 

区  分 
農 地  林 務 

土木※ １  機械※ ２  土木※ １  

全 県   １  

地 

域
䥹
所 

掌
䥺
区 

分 

尾張農林水産事務所 １～３ 

 １～５ 

尾張農林水産事務所一宮支所 １～３ 

海部農林水産事務所 １～３ 

知多農林水産事務所 １～３ 

県有林事務所  

西三河農林水産事務所 １～３ 

 １～４ 西三河農林水産事務所幡豆農地整備出張所 １～３ 

東三河農林水産事務所 １～３ 

豊田加茂農林水産事務所 １～３  １～３ 

新城設楽農林水産事務所 １～３  １～３ 

計 9～18 １ ４～９ 

※１：「土木」は森林整備工事を除く土木関係工事であり、土木、建築、とび・土工・

コンクリート、ほ装、しゅんせつ、造園の各工事とする。 

※２：「機械」は機械関係工事であり、電気、鋼構造物、機械器具設置、電気通信の

各工事とする。 

 

別表２ 推薦業者数 

単位：業者以内 

区  分 
農 地  林 務 

土木※ １  機械※ ２  土木※ １  

地 

域
䥹
所 

掌
䥺
区 

分 

尾張農林水産事務所 ３ １ ２ 

尾張農林水産事務所一宮支所 ３ １  

海部農林水産事務所 ３ １  

知多農林水産事務所 ３ １ ２ 

県有林事務所   １ 

西三河農林水産事務所 ３ １ ２ 

西三河農林水産事務所幡豆農地整備出張所 ３ １  

東三河農林水産事務所 ３ １ ２ 

豊田加茂農林水産事務所 ３ １ ３  

新城設楽農林水産事務所 ３ １ ３ 

計 ２７ ９ １５ 

※１：「土木」は森林整備工事を除く土木関係工事であり、土木、建築、とび・土工・

コンクリート、ほ装、しゅんせつ、造園の各工事とする。 

※２：「機械」は機械関係工事であり、電気、鋼構造物、機械器具設置、電気通信の

各工事とする。 


